
 

様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
TASKクラウド医療費助成システム（ひとり親等家庭

分） 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

こども支援課 

個人情報ファイルの利用目的 ひとり親家庭等医療費助成に関する事務を行うため 

記録項目 

１受給者氏名、２受給者生年月日、３受給者性別、４

受給状態、５連絡先、６受給者番号、７住所、８加入

保険情報、９口座情報、10医療機関受診履歴、11保険

負担区分、12世帯番号、13受給者所得情報、14受給者

基本コード、15児童氏名、16児童生年月日、17児童性

別、18児童受給者番号、19児童の基本コード、20扶養

義務者氏名、21扶養義務者所得情報、22世帯全員の所

得情報、23世帯全員の生年月日 

記録範囲 ひとり親家庭等医療費助成受給者及び扶養義務者 

記録情報の収集方法 申請 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☐有 ■無 

備考 
【ファイル簿番号】32-01-000001 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 
  



 

様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 TASKクラウド医療費助成システム（小児医療費分） 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

こども支援課 

個人情報ファイルの利用目的 小児医療費助成に関する事務を行うため 

記録項目 

１対象児童氏名、２対象児童生年月日、３対象児童性

別、４受給状態、５連絡先、６受給者番号、７対象児

童住所、８加入保険情報、９口座情報、10医療機関受

診履歴、11保険負担区分、12世帯番号、13保護者氏名、

14世帯全員の所得情報、15世帯全員の基本コード 

記録範囲 小児医療費助成受給者及び扶養義務者 

記録情報の収集方法 申請 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☐有 ■無 

備考 
【ファイル簿番号】32-01-000002 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

  



 

様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 TASKクラウド子ども子育て支援システム 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

こども支援課 

個人情報ファイルの利用目的 
保育所等の利用に係る事務及び町内、町外私立保育

園、認可外保育園等の支給認定に利用するため 

記録項目 

１申請日、２申請児童名、３申請児童生年月日、４性

別、５住所、６電話番号、７同居者、８同居者生年月

日、９保護者及び同居者の保育を必要とする要件関係

情報、10保護者の１月１日時点での居住地（直近２年

分）、11保育希望時間、12申請児童に対する祖父母の

状況、13申請児童の現在の保育状況、14児童の成長関

係情報、15課税情報、16個人番号（マイナンバー） 

記録範囲 町内保育所の入所を希望し、申請があったもの 

記録情報の収集方法 

入所申込書兼支給認定（現況）申請書、児童の状況、

就労証明書、診断書※、学生証の写し及び時間割表※、

申立書※ 

※は、必要な方のみ 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
■ 含む  □ 含まない 

記録情報の経常的提供先 各町内保育所 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 



 

備考 
【ファイル簿番号】32-01-000003 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 
子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の

低所得の子育て世帯分）支給事務ファイル 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

こども支援課 

個人情報ファイルの利用目的 
子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外の

低所得の子育て世帯分）支給事務を行うため 

記録項目 

受給者氏名、受給者基本コード、受給者生年月日、受

給者性別、受給者資格状態、受給者住所、受給者所得

情報、口座情報、児童氏名、児童基本コード、児童生

年月日、世帯番号 

記録範囲 児童手当受給者、対象児童 

記録情報の収集方法 申請、情報連携 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
■ 含む  □ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☐有 ■無 

備考 
【ファイル簿番号】32-01-00004 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

  



 

様式第１号（第２条関係） 

 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 TASK.NET児童手当システム 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供

される事務をつかさどる組織

の名称 

こども支援課 

個人情報ファイルの利用目的 児童手当支給に関する事務を行うため 

記録項目 

１認定番号、２受給者氏名、３受給者基本コード、４

受給者職業、５受給者勤務先住所、６受給者住所、７

受給者性別、８受給者生年月日、９受給者個人番号、

10受給者配偶者の有無、11受給者１月１日時点の住

所、12支払い希望金融機関、13連絡先、14配偶者等氏

名、15配偶者等基本コード、16配偶者等個人番号、17

配偶者等職業、18配偶者等勤務先住所、19配偶者等住

所、20配偶者１月１日時点の住所、21世帯番号、22対

象児童氏名、23対象児童個人番号、24対象児童続柄、

25対象児童生年月日、26対象児童の海外留学出国年

月、27対象児童住所、28監護の有無、29生計関係、30

対象児童との関係、31児童手当・特例給付該当年月日、

32非該当年月日、33加入している公的年金制度の種

別、34年金番号、35扶養親族等及び児童の数、36認定

年月日、37支給自由消滅年月日・消滅事由、38支給開

始年月、39手当月額、40所得の状況、41配偶者等の所

得の状況、42手当の区分、43受給者国籍、44受給者在

留資格 

記録範囲 児童手当受給者、配偶者等及び対象児童 

記録情報の収集方法 申請、情報連携 

要配慮個人情報が含まれると

きは、その旨 
■ 含む  □ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 



 

開示請求等を受理する組織の

名称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他

の法令の規定による特別の手

続等 

― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） ☐法第60条第２項第２号 

 （マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

    ☐有 ■無 

備考 
【ファイル簿番号】32-01-000005 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

  



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 ファミリーサポートセンター事業 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

こども支援課 

個人情報ファイルの利用目的 

子育ての援助を受けたい人（ファミリー会員）と子育

ての援助をしたい人（サポート会員）のコーディネー

トを行い、子育ての援助活動の実施に関する事務を取

り扱うファミリーサポートセンター事業を行うため。 

記録項目 

１申込者の氏名、２ふりがな、３性別、４生年月日、

５年齢、６郵便番号、７住所、８自宅電話番号、９フ

ァックス番号、10携帯電話番号、11Eメールアドレス、

12勤務先名称、13勤務先電話番号、14緊急連絡先名称、

15緊急連絡先の続柄、16緊急連絡先電話番号、17同居

家族（配偶者の有無、子どもの人数、他の同居家族）、

18就労状況（フルタイム雇用、パートタイム雇用、自

営業、無職、その他）、19援助の必要な児童の氏名、

20援助の必要な児童のふりがな、21援助の必要な児童

の生年月日、22援助の必要な児童の年齢、23援助の必

要な児童の性別、24援助の必要な児童の園・学校名、

25援助の必要な児童の病歴及びアレルギー等、26自宅

周辺の地図、27保有資格・免許等、28可能な援助内容、

29援助が可能な曜日と時間、30車の使用可否、31ペッ

トの有無、32喫煙者の有無、33チャイルドシート・ジ

ュニアシートの有無、34援助活動の依頼内容、35援助

活動の依頼日時、36援助活動の依頼理由、37利用料金、

38交通費、39その他の実費料金、40援助活動で使用す

る自動車名、41援助活動で使用する自動車登録番号、

42援助活動で使用する車両所有者、43援助活動で使用

する自動車検査証の写、44援助活動で使用する自動車

損害賠償責任保険証券の写、45援助活動で使用する自

動車保険（任意保険）証券の写 

記録範囲 
ファミリー会員（子育ての援助を受けたい人）登録者、

サポート会員（子育ての援助をしたい人）登録者 



 

記録情報の収集方法 会員記載の書類 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
■ 含む  □ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ファミリー会員、サポート会員 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） ■法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   □有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】32-02-000001 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 高校生通学定期券補助事業 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

こども支援課 

個人情報ファイルの利用目的 高校生通学定期券購入費補助業務遂行のため 

記録項目 
世帯主名、カナ世帯主名、郵便番号、住所、方書、子

の氏名、子の氏名（カナ）、子の年齢 

記録範囲 
湯河原町内在住であり、生年月日が2005年４月２日か

ら2008年４月１日までの者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システムからの抽出 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   □有 ■無 

備考 
【ファイル簿番号】32-02-000002 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 子育て支援センター事業 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

こども支援課 

個人情報ファイルの利用目的 

子育て中の親の負担や不安感を取り除くため、専門的

な相談支援や他の親子と交流できる場の設置を行い、

子育て支援機能の充実を図るため。 

記録項目 
１保護者氏名、２子供の名前、３月齢、４住所、５電

話番号、６相談内容 

記録範囲 子育て支援センター利用者、相談者 

記録情報の収集方法 本人または家族からの電話、本人から直接聞き取り 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
■ 含む  □ 含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】32-02-000003 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 湯河原町子育て支援紙おむつ等支給事業 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

こども支援課 

個人情報ファイルの利用目的 紙おむつ等支給業務遂行のため 

記録項目 

申請者氏名、申請者氏名（カナ）、子の氏名、子の氏

名（カナ）、子の生年月日、郵便番号、住所、方書、

申請者電話番号 

記録範囲 
湯河原町子育て支援紙おむつ等支給申請書兼同意書

を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの申請書の提出による 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
□ 含む  ■ 含まない 

記録情報の経常的提供先 株式会社成玉舎 

開示請求等を受理する組織の名

称及び所在地 

（名 称） 総務課 

（所在地） 
〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   □有 ■無 

備考 
【ファイル簿番号】32-02-000004 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 



 

様式第２号（第２条関係） 

 

条例個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 児童相談事務ファイル 

行政機関等の名称 湯河原町長 

個人情報ファイルが利用に供さ

れる事務をつかさどる組織の名

称 

こども支援課 

個人情報ファイルの利用目的 

児童虐待の防止及び早期発見のための方策として子

ども相談を受け児童の保護及びケア並びに保護者の

指導及び支援を行う。 

記録項目 

１宛名番号、２世帯番号、３氏名、４フリガナ、５生

年月日、６性別、７住基上の住所、８居所、９世帯主

から見た続柄、10世帯主氏名、11世帯主フリガナ、12

国籍、13住民票発行制限、14電話番号、15児童区分、

16障害状況、17特定妊婦出産予定日、18相談有無（過

去の相談歴）、19保育所利用等、20所属、21学年、22

担任氏名、23出席状況、24進学時期、25家族状況、26

家族内の協力者、27家族外の協力者、28きょうだいの

有無、29同居家族、30ＤＶ被害、31世帯区分、32ジェ

ノグラム、33保護者氏名、34職業（勤務先）、35相談

種別、36受理年月日、37相談経路、38相談窓口、39相

談手段、40担当者、41主機関、42主担当機関電話番号、

43養護相談の理由、44虐待者、45処理、46終結、47終

結理由、48経過記録 

記録範囲 要保護児童、要支援児童、及び子育て相談者 

記録情報の収集方法 

【収集先】小・中学校、保育園、幼稚園、児童相談所、

保健福祉関係課、教育委員会、警察署、市民、家族、

市区町村関係課 

【方法】電話、窓口相談及び文書による収集 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
■ 含む  □ 含まない 

記録情報の経常的提供先 小田原児童相談所 

開示請求等を受理する組織の名（名 称） 総務課 



 

称及び所在地 
（所在地） 

〒259-0392 

神奈川県足柄下郡湯河原町中央２-２-１ 

訂正及び利用停止に関する他の

法令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第２項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイ

ル） 

政令第21条第７項に該当

するファイル 

   ■有 □無 

備考 
【ファイル簿番号】32-02-000005 

【最 終 更 新 日】令和６年４月１日 

 


